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制度の概要

本事業の目的

物価高騰や人手不足等の課題に直面する市内中小企業者等が、IoT、 AI等のデジタル技術や、生産性向上を図る設備
等の導入により、労働時間の削減や生産量の増加等による収益の拡大を目指す取組に対して補助金を交付することで、
市内中小企業者等の賃上げ原資の確保や人手不足への対応を図るとともに、自立的かつ持続的な成長を促進すること

予算額、補助率・補助限度額（募集要領P3）

2億円 ※申請額が予算額に到達した時点で募集を締め切ります
※申請額が予算額に到達した場合、デジタル技術・生産性向上設備等導入調査を受診されても補助金を交付できない場合があります。

補助率 1/2 （賃上げ申請事業者*は2/3）

上限額 500万円**

下限額 50万円**（小規模企業者は20万円）

補助対象事業者の主な要件（募集要領P6～7）

• 川崎市内に事業所を有して1年以上事業を営んでいる中小企業者又は小規模企業者
（中小企業基本法に定義される会社又は個人）

• 川崎市民税の納税者であり、滞納がないこと。
※1年未満であっても以下の施設に入居している中小企業者等は対象となります。

(1)かながわサイエンスパーク (2)かわさき新産業創造センター
(3)KSP－THINK (4)明治大学地域産学連携研究センター

(5)KSP Biotech Lab (6)ナノ医療イノベーションセンター

*  賃上げ申請事業者とは、令和7年度から1年間程度の間の賃上げに係る
計画等を提出する事業者とします。

** 1千円未満の端数があるときは、切捨てとなります。
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制度の概要

補助対象設備等の一覧（募集要領P10～11）

補助対象事業の主な要件（募集要領P8～9）

• 補助対象設備等を導入する事業所で「デジタル技術・生産性向上設備等導入調査」を受診し、
確認書を受領している事業者が実施する事業であること。

• 補助金交付決定日以降に契約・発注している補助対象設備等の導入であること。

• 令和8年1月30日（金）までに補助対象設備等の導入及び支払、効果検証が完了する事業であること。

事業区分 補助対象設備等 対象となる条件

デジタル技術の導入 （1）デジタル技術
労働時間の削減や生産量の増加等の生産性向上を通じて、収益の拡大が見込まれ、
直接事業に供される情報通信技術（ソフトウェアやシステム、ITサービス、ICT機器等）
の導入であること。

生産性向上設備等
の導入

（1）機械装置※ 労働時間の削減や生産量の増加等の生産性向上を通じて、収益の拡大が見込まれ、
直接事業に供される設備等の導入であること。ただし、償却資産として資産計上されるも
のであること。（2）工具※

※ 原則として、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）」に規定される減価償却資産の種類が「機械・装置」、「工具」であるものが
対象となります。導入を予定する生産性向上設備等が「機械装置」、「工具」に該当するかについては、顧問税理士や管轄の税務署等にご確認ください。

※ 汎用性が高く、目的外使用になり得るもの（PC、スマートフォン、WI-FI端末等）等は対象外となります。
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制度の概要

補助対象経費 内容

備品導入費 ソフトウェア、ICT 機器等の導入に要する経費※１ 

システム構築費 クラウド、システム、サーバー等の使用料又は構築に要する経費

導入・サポート費 導入設定、マニュアル作成、導入研修等に要する経費※２ 

運搬費 ICT 機器等の配送・設置等に要する経費※２

※ 1 パソコン等の汎用品については、補助対象経費に含めることができません。また、ソフトウェア、ICT機器等のうち、短期間（１年未満）の使用によってその性質若しく
は形状を変じ、その全部若しくは一部を消耗する物品等もしくは、税抜単価１万円未満の物品は消耗品となり補助対象経費に含めることができません。

※  2 備品導入費又はシステム構築費の対象となるソフトウェアやシステム等に付随する経費のみ補助対象経費に含めることができます。

補助対象経費（募集要領P11～12）

【事業区分 デジタル技術の導入】

補助対象経費 内容

設備導入費 機械装置や工具、また、それらに付随するソフトウェア等の導入に要する経費※１

導入・サポート費 導入設定、マニュアル作成、導入研修等に要する経費※２

設計・工事費 既存設備の更新又は既存設備の改造を行う際の設計、工事に要する経費※２

専門家指導費 外部から技術指導を受ける場合に要する経費※２

運搬費 機械装置等の配送・設置等に要する経費※２

※ 1 機械装置、装置に付随するソフトウェア等のうち、短期間（１年未満）の使用によってその性質若しくは形状を変じ、
その全部若しくは一部を消耗する物品等もしくは、税抜単価１万円未満の物品は消耗品となり補助対象経費に含めることができません。

※  2設備導入費の対象となる機械装置等に付随する経費のみ補助対象経費に含めることができます。

【事業区分 生産性向上設備等の導入】
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制度の概要

補助対象外経費（募集要領P12）

① 導入及び設置工事にあたり申請者が要した調査費や事務費（コンサルティング料等）

② 既存設備等の処分費（撤去・廃棄に係る経費やリサイクル料も含む）

③ 公租公課（消費税及び地方消費税、印紙税、登録免許税等）

④ 各種手数料（銀行振込手数料等）、保険料（延長保証等）

⑤ 小切手、手形により支払った経費

⑥ 消耗品（短期間（１年未満）の使用によってその性質若しくは形状を変じ、
その全部若しくは一部を消耗する物品等もしくは、税抜単価１万円未満の物品）に係る経費

⑦ 値引き費用（ポイント払いも含む）

⑧ 補助対象経費以外の経費と混同して支払いが行われ、補助対象経費との区別が不明確なもの

⑨ 補助対象経費であることが確認できる書類を用意できない経費

⑩ 補助事業以外にも使用できる汎用品に係る経費

⑪ その他補助事業の目的に合致しないもの

補助対象経費/対象外経費の区分でご不明点があればコールセンターまでお問い合わせください



8

1. 制度の概要

2. 募集期間・手続きの流れ

3. 導入調査申込時の必要提出書類について

4. 活用事例集

目次



9

募集期間・手続きの流れ

申請者 川崎市

① デジタル技術・生産性向上設備等
導入調査申込み

② 補助金交付申請書の提出

③事業の実施 

設備等の契約・発注

④事業実績報告書の提出

エントリーシートの確認、 導入調査の実施

確認書の交付 

交付申請書の受付

交付決定通知書の交付 

事業実績報告書の受付

導入設備等の現地確認
（～令和８年２月２０日）

交付額確定通知書の交付

補助金の交付

⑤請求書の提出

導入調査申込期間：令和７年５月７日～令和７年７月１４日 

導入調査期間： 令和７年５月１４日～令和７年７月３１日

補助金交付申請期間：令和７年５月２８日～令和７年８月２９日

補助対象期間：交付決定日から令和８年１月３０日（金）まで

提出期限：令和８年１月３０日（金）

※請求書は、原則１週間以内にご返送ください

先着順・予算額到達次第受付終了

補助事業
採択確定
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• 本補助金の申請にあたっては、交付申請前に「デジタル技術・生産性向上設備等導入調査」に申し
込みいただき、後日送付される「デジタル技術・生産性向上設備等導入調査確認書」をお受け取り
いただく必要がございます。

• 導入調査申込時には原則、3つの資料をご提出いただく必要がございます。

1. 「持続的成長に向けたデジタル化・生産性向上等支援補助金」エントリーシート

2. 補助対象設備等の内容が分かるカタログや仕様書等

3. 見積書等の経費が分かる資料

導入調査申込時の必要提出書類について



12

導入調査申込時の必要提出書類

1. エントリーシート
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導入調査申込時の必要提出書類 

1. エントリーシート



14

導入調査申込時の必要提出書類

2.補助対象設備等の内容が分かるカタログや仕様書等

仕様書

製品カタログ

• 所定様式はございません。メーカー等より提供される
製品カタログ、仕様書等を提出してください。

• エントリーシートに記載の型番とカタログや仕様書等に
記載の型番は一致するようにしてください。

• ネットショップで購入する場合はWebページのスクリーン
ショット等をご提出ください。（Webページ上で製品カ
タログや仕様書等が公表されている場合はそちらを提
出ください）

• システムを１から構築する場合など、カタログや仕様書
の提出が導入調査申込時点で難しい場合はコールセ
ンターまでご相談ください。
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導入調査申込時の必要提出書類

3. 見積書等の経費が分かる資料

• 見積書の取得にあたっては、募集要領P15～18ページをご参照ください。
• ネットショップで購入する場合は、Webページのスクリーンショット等を提出してください。
• なお、導入調査の段階では、１社からの見積書があれば構いませんが、既に複数社から見積を取得し、
添付が可能である場合は、申請時に提出予定の見積書をすべて添付いただきますようお願いします。
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機械装置 導入事例デジタル技術 導入事例工具 導入事例

A社

• 従業員数：16名
• 導入設備：測定工具、検査工具

外注していた測定を設備導入により
内製化。外注費用の削減やスピーディーな
対応を実現！製造個数も1.5倍に！

B社

• 従業員数：７名
• 導入設備：ECサイトの導入

C社

• 従業員数：87名
• 導入設備：機械加工自動化ロボット

平日夜間・休日もロボットが稼働することで
増産体制を構築！

対面販売に要していた時間を削減！余剰
時間で新品種の研究、商品開発に取り組
む。ECサイトで新たな顧客層を獲得！

持続的成長に向けた
デジタル化・生産性向上等支援補助金 導入事例

製造業
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機械装置 導入事例

持続的成長に向けた
デジタル化・生産性向上等支援補助金 導入事例

D社

• 業種：小売業
• 従業員数：3名

• 導入設備：三重包餡装置重包餡

お菓子の製造時間が半分に短縮！
空いた時間で新作開発に挑戦！

和菓子だけでなく洋風菓子で売り上げ増加

卸売業・小売業

機械装置 導入事例デジタル技術 導入事例

H社

• 業種：小売業
• 従業員数：19名
• 導入設備：来店予約システム

I社

• 業種：小売業
• 従業員数：39名
• 導入設備：スチームコンベクションオーブン

高機能のスチームコンベクションオーブンを導入
1日で製造可能な商品量が増加！

来店予約システム導入で電話対応時間が
50％減！24時間受付で新規顧客獲得も
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デジタル技術 導入事例

持続的成長に向けた
デジタル化・生産性向上等支援補助金 導入事例

G社

• 業種：情報通信業
• 従業員数：273名
• 導入設備：勤怠管理・経費申請システム

勤怠管理や経費申請を電子化。
申請や確認に要する時間を削減し、

短縮した時間を別業務に充て収益拡大！

機械装置 導入事例 デジタル技術 導入事例

E社

• 業種：サービス業
• 従業員数：5名
• 導入設備：自動釣銭機

F社

• 業種：サービス業
• 従業員数：160名
• 導入設備：盛り付け自動化ロボット

盛り付け作業の一部自動化。
同一時間での作業量が2倍に！

金銭集計作業が1日3回から1回に！空い
た時間で、お客様へ新しい治療法や物品の

紹介が可能となり収益拡大！

サービス業 建設業



川崎市持続的成長に向けた
デジタル化・生産性向上等支援補助金コールセンター 

TEL：0120-646‐230 

Mail：kawasaki-jizokuhojo@nttdata-strategy.com

受付時間 ９時～１７時（土日祝日及び年末年始を除く）

お問い合わせ先
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